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１【提出理由】

平成25年６月26日開催の当社第100回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品

取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ

き、本臨時報告書を提出するものであります。

　

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年６月26日

　

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金の処分の件

期末配当金は普通株式１株につき普通配当金１円とする。

　

第２号議案  定款一部変更の件

本店の所在地を群馬県伊勢崎市に変更する。本変更について、平成２５年７月１日に効力を発生

することとし、その旨の附則第１条を設ける。

　

第３号議案  取締役６名選任の件

取締役として、石井潔、寺島光彦、柴田耕志、齋藤隆、羽根木武および畑英也の６氏を選任する。

　

第４号議案  監査役１名選任の件

監査役として、谷田貝勉を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件並びに当該決議の結果

　

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案 91,693 490 0 (注)１ 可決 99.252

第２号議案 91,770 413 0 (注)２ 可決 99.335

第３号議案 　 　 　

(注)３

　 　

石井　　潔 91,012 1,171 0 可決 98.514

寺島　光彦 91,307 876 0 可決 98.834

柴田　耕志 91,363 820 0 可決 98.894

齋藤　　隆 91,363 820 0 可決 98.894

羽根木　武 91,323 860 0 可決 98.851

畑　　英也 91,306 877 0 可決 98.833

第４号議案 　 　 　

(注)３

　 　

谷田貝　勉 91,425 759 0 可決 98.960

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

１．第１号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．第３号議案および第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

　

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分により、議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の

賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
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